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不当廉売関税の課税について 
 
関税定率法第８条第１項及び第２項の規定に基づき、別紙

のとおり、中華人民共和国（香港地域及びマカオ地域を除く。）

を原産地とする黒鉛電極に対して不当廉売関税を課するこ

とについて、不当廉売関税に関する政令第 20 条の規定に基

づき諮問する。 

資料１ 



 

 中華人民共和国（香港地域及びマカオ地域を除く。）を原産地とする黒鉛電極に対する関税

定率法第８条第５項の調査の結果、不当廉売された貨物の輸入及び当該輸入の本邦の産業に

与える実質的な損害等の事実があり、かつ、当該本邦の産業を保護するため必要があると認

められることから、同条第１項の規定に基づき、以下のとおり不当廉売関税を課する。また、

令和７年３月29日から同条第９項第１号の規定に基づき、暫定的な不当廉売関税が課されて

いる貨物についても、同条第２項第１号の規定に基づき、不当廉売関税を課する。 

 

１．貨物の供給国 

中華人民共和国（香港地域及びマカオ地域を除く。） 

 

２．課税対象貨物 

  黒鉛電極 

 

３．税率（一般の関税のほかに課する不当廉売関税の税率） 

貨物の供給国 税  率 

中華人民共和国（香港地域及びマカオ地域を除く。） ９５．２％ 

 

４．期間 

５年 

 

 

（別紙） 


	MicrosoftIRMServices Protected PDF
	MicrosoftIRMServices Protected PDF
	MicrosoftIRMServices Protected PDF




